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 短期入所生活介護・介護予防短期入所生活介護 

＜従来型・ユニット型＞ 

重要事項説明書 

（2026年 5月 1日現在） 

 

当施設は介護保険の指定を受けています。  

（千葉県指定第 1273200129 号）  

（千葉県指定第 1273201051 号）  
 

 

当施設では、ご利用者に対し短期入所生活介護・介護予防短期入所生活介護サービスを提供しま

す。施設の概要や提供されるサービスの内容、契約上ご注意いただきたいことを次の通り説明し

ます。 

  １．施設設置・運営法人 

   １）設置者 

(1) 法 人 名    浦安市 

(2) 法人所在地    千葉県浦安市猫実一丁目１番１号 

(3) 電 話 番 号  ０４７－３５１－１１１１ 

(4) ＦＡＸ番号   ０４７－３８１－０８００ 

(5) 代表者氏名    市長  内田 悦嗣 

(6) 市 制 施 行   昭和５６年 

(7) ホームページ   https://www.city.urayasu.chiba.jp 

   ２）事業者 

(1) 法 人 名    社会福祉法人   聖隷福祉事業団 

(2) 法人所在地    静岡県浜松市中央区元城町 218 番地 26 

(3) 電 話 番 号  ０５３－４１３－３３００ 

(4) ＦＡＸ番号  ０５３－４１３－３３１４ 

(5) 代表者氏名    理事長  青木 善治 

(6) 設立年月日    昭和２７年５月１７日 

(7) Ｅ メ ー ル    hq-pr@sis.seirei.or.jp  

 

 ２．ご利用施設の概要 

   (1) 建物の構造     鉄骨鉄筋コンクリート造 地上５階  地下１階 

    （2) 建物の延べ床面積  16,421.44㎡ 

   (3) 併設事業 

      事業の種類        千葉県知事の事業者指定    利用定数 

     指定介護老人福祉施設    第 1273200129 号       １００人 
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    通所介護・介護予防通所介護 第 1273200178 号        ２５人 

    通所型サービス A      第 1273200178 号        １５人 

(4) 施設の周辺環境 

     東京湾に面し、県立高校、公園に囲まれた静かな環境にあります。 

 

３．ご利用施設 

(1) 施設の種類  短期入所生活介護（従来型）・平成１２年４月１日 指定 

          介護予防短期入所生活介護（従来型）・平成１８年４月１日 指定 

             千葉県 第 1273200129 号 

短期入所生活介護（ユニット型）・平成２６年４月１日 指定 

          介護予防短期入所生活介護（ユニット型）・平成２６年４月１日 指定 

             千葉県 第 1273201051 号 

(2) 施設の目的  短期入所生活介護・介護予防短期入所生活介護施設は、介護保険法令に従 

     い、ご利用者が、その有する能力に応じ可能な限り自立した日常生活を営む 

     ことができるように支援することを目的として、ご利用者に、日常生活を営 

     ため必要な居室および共用施設等をご利用いただき、短期入所生活介護・  

     介護予防短期入所生活介護施設サービスを提供します。  

(3) 施設の名称       浦安市特別養護老人ホーム 

(4) 施設の所在地      千葉県浦安市高洲九丁目３番１号 

     交通機関      JR京葉線「新浦安」駅よりバス１０分 

              １９系統「高洲海浜公園」行き 

              「浦安南高校・特養ホーム」下車 徒歩２分 又は 

              １１・１５・１８系統「高洲海浜公園」行き 

              終点下車 徒歩約８分 

(5) 電話番号        ０４７－３８２－２９４３ 

(6) ＦＡＸ番号       ０４７－３８２－２４３６ 

(7) 施設長（管理者）氏名  副島 克行 

(8) 当施設の運営方針 

     当施設では、以下の基本理念・運営方針の下、｢個人の尊厳と人権を尊重し、ご利用者

一人一人の自己実現に向けて、ご利用者本位の援助及び支援｣を行います。 

         「基本理念」  

          “私たちは、地域（市民）とともに高齢者福祉に貢献する” 

「運営方針」 

・ 私たちは、一人ひとりを知り、その人らしい生活が続けられるよう支援します。 

・ 私たちは、ご利用者・ご家族（関わりのある方々）の思いを理解し、実現に向け 

て共に支援します。 

・ 私たちは、その人らしい最期の時をご家族（関わりのある方々）と共に支援しま

す。 

・ 私たちは、職員一人ひとりが専門性を高め、人として成長するために常に研鑽し 

ます。 
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・ 私たちは、一人ひとりが地域の社会資源として自覚し役割を果たします。 

     (9) 開設年月        平成１１年８月１日 

(10) 入所定員       従来型(３階)３０人  ユニット型(１階)２０人 

 

  ４．施設利用対象者 

(1) 当施設に入所できるのは、原則として介護保険制度における要介護認定の結果、「要介護・

要支援」と認定された方が対象となります。 

  (2) 入所契約の締結前に感染症等に関する健康診断を受け、その診断書の提出をお願いいたしま

す。又、診断書の有効期間は 1年間となります。 

 

５．契約締結からサービス提供までの流れ （契約書第３条参照） 

 ご利用者に対する具体的なサービス内容やサービス提供方針については、日常生活全般の状況及

び希望を踏まえ、（居宅サービス計画・介護予防サービス計画）に沿って「介護計画・介護予防計

画」を作成します。なお、作成及びその変更は、次のとおり行います。 

 

 

 

 

 

 ①介護支援専門員（ケアマネジャー）の作成する「居宅サービス計画・介護予防

サービス計画」に沿って「介護計画・介護予防計画」の原案作成を作成しま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ②「介護計画・介護予防計画」の原案について、ご利用者及びその身元引受人等

に対して説明し、同意を得たうえで決定します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③「（居宅サービス計画・介護予防サービス計画）」が変更された場合、若しく

はご利用者及びその身元引受人等の要請に応じて「介護計画・介護予防計画」

について変更のある場合は、ご利用者及びその身元引受人等と協議して、同意

を得たうえで、変更するものとします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ④「介護計画・介護予防計画」を変更した場合には、ご利用者に対して書面を

交付し、その内容を確認していただきます。 
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６．居室の概要  

 当施設では以下の居室・設備をご用意しています。 

 

 

 居室・設備の種類 

 

室 数  

 

        備   考 

従来型個室 ８２室  約１７㎡ 

多床室（４人部屋） ４８室  約５７㎡（一人当たり約１４㎡） 

  ユニット型個室 ２０室  約１７㎡ 

合  計 １５０室  指定介護老人福祉施設１００室 
 及び、短期入所生活介護５０室含 

食堂 

 

 主； ３室  

 副；１４室 

２，４階各約２２８㎡ 
 ３階各約２２８㎡ 
（入所１４人、短期入所３０人） 

 １階各約３９㎡・４６㎡ 

浴室 ４室  順送式浴槽・車椅子浴槽・個別浴槽 

静養室 １室  ２階(４人部屋) 約４０㎡ 

健康管理室 １室  ２階 約３１㎡ 

機能回復訓練室 １室  ３階 約２９㎡ 

娯楽室 １室  ４階 約４７㎡ 

 

☆ 居室の変更 

ご利用者の心身の状況若しくは施設の管理上、居室を変更する場合があります。そ

の際には、ご利用者やその身元引受人等と協議のうえ決定するものとします。 

☆居室に関する特記事項      

  全室空気調節設備を設置しています。各室はベッド、床頭台、備付の戸棚（洋服掛

け、物入れ）、ナースコールがあります。 

 

７．職員の配置状況   

当施設では、ご利用者に対して短期入所生活介護・介護予防短期入所生活介護サービス

を提供する職員として、以下の職種の職員を配置しています。 

〈従来型〉                

職種  員数の基準 

施設長（管理者） 1名（兼務） 

事務員 １名以上（兼務） 

生活相談員 ２名以上 

介護職員 ４１名以上 

看護職員 ４名以上 

機能訓練指導員 １名以上（兼務） 

嘱託医師 １名以上（嘱託） 

管理栄養士 １名以上 

調理員 委託 
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〈ユニット型〉  

職種  員数の基準 

施設長（管理者） 1名（兼務） 

事務員 １名以上（兼務） 

生活相談員 １名以上 

介護職員 ７名以上 

看護職員 １名以上 

機能訓練指導員 １名以上（兼務） 

嘱託医師 １名以上（嘱託） 

管理栄養士 １名以上（兼務） 

調理員 委託 

     ＊職員数は、上記の配置人数を下回らないものとします。 

 

〈配置職員の職務内容〉   

  【施設長(管理者)】 施設の責任者としてその管理を統括します。 

  【 事 務 員 】 施設の労務管理・経理を行います。 

【生 活 相 談 員】 ご利用者の日常生活上の相談に応じ、適宜生活支援を行います。 

  【介 護 職 員】 ご利用者の日常生活上の介護を行います。 

  【看 護 職 員】 ご利用者の健康管理や療養上の世話を行います。（９時～１７時） 

  【機能訓練指導員】 ご利用者の日常生活で必要な機能訓練を適宜行います。 

  【嘱 託 医 師】 ご利用者の健康管理、施設の保健衛生の管理指導に従事します。 

  【管 理 栄 養 士】  ご利用者を栄養面から健康管理します。 

    【 調 理 員 】 ご利用者の食事の調理を行います。 

 

８．当施設が提供するサービスと利用料金 

当施設では、ご利用者に対して以下のサービスを提供します。 

  １ 利用料金が介護保険から給付されるサービス 

  ２ 利用料金の全額をご利用者に負担いただくサービス 

 

 (1)介護保険の給付の対象となるサービス（契約書第４条参照） 

以下のサービスについては、介護保険から給付されます。 

サービス利用料金につきましては、別紙「サービス利用料金表」をご参照下さい。 

〈サービスの概要〉 

 ①食事 

・当施設では、管理栄養士の立てる献立表により、栄養並びにご利用者の身体の状況お

よび嗜好を考慮した食事と食事を行います。 

・当施設では、各階において他のご利用者との社会的交流を場として、食堂にて食事を
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とっていただくことを原則に、必要な援助を行います。しかし、体調不良時等は、居

室にて食事を摂る事もできます。 

（食事時間）  朝食： ７：３０～ ９：３０ 

          昼食：１２：００～１４：００  

          間食：１５：００～１６：００（おやつ） 

          夕食：１８：００～２０：００ 

②入浴 

・ご利用者の状況に合わせ入浴又は清拭を週２回以上行います。 

・寝たきりの状態でも特殊浴槽を使用して入浴することができます。 

③排泄 

・排泄の自立を促すためご利用者の身体能力を最大限活用した援助を行います。 

④健康管理 

・看護職員が、健康管理を行います。 

⑤その他自立への支援（介護予防サービス） 

・日常生活を営むうえで必要な介助をご利用者の身体機能を最大限に活用し行います。 

・寝たきり防止のため、ご利用者の身体の状況を考慮しながら、できる限り離床に配慮

します。 

・生活のリズムを考え、毎朝夕の着替えを行うよう配慮します。 

・清潔で快適な生活が送れるよう、適切な整容が行われるように援助します。 

・おむつ交換、シーツ交換を適宜行います。 

・車椅子、ベッド等への移乗介助を行います。 

 

(2)介護保険の給付対象とならないサービス（契約書第５条参照） 

 以下のサービスは、利用料金の全額がご利用者の負担となります。 

サービス利用料金につきましては、別紙「サービス利用料金表」をご参照下さい。 

〈サービスの概要〉 

①食費 

 ・食事サービスに係る食材料費及び調理費相当額を負担していただきます。 

②滞在費 

 ・施設のサービスに係る居室料及び光熱水費相当額を負担していただきます。 

③特別な食事 

・ご利用者のご希望に基づいて特別な食事（栄養補助食品等）を提供した場合は要した費用

の実費を負担していただきます。 

④おやつ代 

・ご利用者のご希望に基づいておやつを提供した場合は要した費用の実費を負担していた 

だきます。 
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⑤レクリエーションや行事等のアクティビティ活動  

・ご利用者の希望によりレクリエーションや行事等のアクティビティ活動に参加していただ

くことができます。その際の材料代等の実費を負担していただきます。 

⑥日常生活用品 

・おむつ代は介護保険給付対象となっていますので、施設が用意したものをご利用になる場

合には、負担の必要はありません。 

・ガーゼ・テープ等消毒薬（必要な医療材料）は原則としてご持参いただきますようお願いし

ます。ご利用期間中に不足となり、施設が用意したものを、ご使用される場合は実費をご負

担していただきます。 

⑦家電製品等の利用料金  

・居室でテレビをご利用となる場合は所定の料金を負担していただきます。 

・その他家電製品の持込に係る費用につきましては、負担の必要はありません。 

⑧洗濯サービス 

・ご利用者の洗濯物について洗濯サービスを行います。但し、水洗い可能な洗濯物の範囲と

し、これを無料とします。（除外品：ウール製品、手洗い指定製品、ドライクリーニング

指定製品等、クリーニング店等の専門業者へ依頼が必要な物） 

・施設内での洗濯は、大型洗濯機を使用して行います。個人の物である事がわかるよう記名

をお願いいましたす。 

⑨コピー代 

・各種記録等のコピーにつきましても実費をご負担いただきます。情報開示につきまし

ては、所定の手続きが必要です。 

⑩サービス利用のキャンセル料 

・ご利用開始予定日の前々日午後５時までにご利用中止のご連絡をいただけない場合は、キャン

セル料（１日目の予定食数分の食費（及びおやつをご希望されている方はおやつ代）及び１日

分の滞在費利用相当額）を負担していただきます。 

 

 ９．利用料金のお支払い方法（契約書第７条参照） 

・ご利用者は、重要事項説明書に定める所定の料金をお支払いいただきます。 

前記（１）及び（２）の利用料金は、１か月ごとに計算し、ご請求しますので、翌月末

日までに以下の方法でお支払い下さい。 

 

契約時にお申し込みいただいた金融機関から自動引落となります。 

前月分の利用料金を、その翌月１５日前後にご精算し（請求書発送）、その月２７日

（土・日曜、祝日の場合は翌営業日）に引落させていただきます。 

 １０． 利用中の医療機関への受診について 

・緊急時の受診を必要とする場合は、身元引受人等にご連絡の上、下記協力医療機関へ搬送さ

せていただきます。 
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（但し、下記医療機関での優先的な診療・入院治療を保証するものではありません。また下

記医療機関での診療・入院治療を義務づけるものでもありません。） 

 協力医療機関 

 

 

 

 

 

・ご利用中の医療機関（かかりつけ医）への受診対応につきましては、身元引受人等にお願い

します。 

 

  １１．サービスの中止について（契約書第８条・第９条参照） 

 以下のような事由に至った場合には、サービスの中止となります。 

① ご利用開始予定日の前々日午後５時までにご利用中止のご連絡をいただくことにより、キャ

ンセル料を負担することなく、ご利用の中止することができます。 

② ご利用開始予定日の前々日午後５時までにご利用中止のご連絡をいただけない場合は、キャ

ンセル料の負担をお願い致します。 

③ ご利用者及び身元引受人の申し出により、サービスご利用期間中であってもサービス利用を

中止することができます。 

④ サービスご利用中、体調不良等の理由によりご利用の継続が困難と判断した場合は中止とな

る場合があります。 

⑤ ご利用者がサービス利用期間中に入院された場合は、サービス利用の中止となります。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

医療機関の名称 所在地 診療科 

浦安中央病院 浦安市東野３－４－１４ 内科、胃腸科、循環器科ほか 

浦安病院 浦安市北栄４－１－１８ 外科、内科、循環器科ほか 
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１２．サービス提供における事業者の義務（契約書第 11条・第 12 条参照） 

当施設では、ご利用者に対してサービスを提供するにあたって、次のことを守ります。 

① ご利用者の生命、身体の安全安楽に配慮します。 

② ご利用者の体調、健康状態からみて必要な場合は、ご利用者又は身元引受人等からの聴取、

確認のうえサービスを提供します。 

③ 非常災害に関する具体的計画を策定するとともに、ご利用者に対して、定期的に避難、救出

その他必要な訓練を行います。 

感染症や災害が発生した場合であっても、ご利用者に必要なサービスが安定的・継続的に提

供されるように業務継続計画を予め策定し、必要な研修に従って速やかに必要な措置を講じ

ます。 

④ 認知症についての理解を深め、ご利用者本人を主体とした介護を行うことで、その方の尊厳

を守ります。認知症介護基礎研修を受講させるための必要な措置を講じます。 

⑤ ご利用者及び他のご利用者等の生命又は身体を保護する為、緊急やむを得ない場合

を除き、身体拘束その他ご利用者の行動制限をする行為は行いません。 

やむを得ず行なう場合は、ご利用者及びご家族へ説明し、同意を得たうえで、必要

最小限の範囲で行うように努めるとともに、その態様及び時間、その際のご利用者

の心身の状況、緊急やむを得ない理由を記録します。 

⑥ ご利用者に提供したサービスについて記録を作成し、これを 2年間保管するとともに、ご利

用者の請求に応じて、閲覧させ有料にて、複写物を交付します。 

⑦ ご利用者に対するサービスの実施及び安全衛生等の管理上の必要があると認められる場合に

は、ご利用者の居室内に立ち入り、必要な措置をとることができるものとします。 

但し、その場合、ご本人のプライバシー等の保護について、充分な配慮します。 

⑧ 事業者は、サービスを提供するにあたって知り得たご利用者に関する事項を正当な理由なく

第 3 者に漏洩しません（守秘義務） 

 

１３．施設・設備の使用上の注意（契約書第 13条・第 14条参照） 

   当施設のご利用にあたって、施設に入所されているご利用者の共同生活の場としての快適性、

安全性を確保するため、下記の事項をお守り下さい。 

・居室及び共用施設、敷地をその本来の用途に従って利用して下さい。 

・故意に、又はわずかな注意を払えば避けられたにもかかわらず、施設、設備を壊したり、汚し

たりした場合には、ご利用者の自己負担により原状に復していただくか、又は相当の代価をお

支払いいただく場合があります。 

・事業所敷地内は全面禁煙となっております。 

・当施設の職員や他のご利用者に対し、迷惑を及ぼすような宗教活動、政治活動、営利活動など

を行うことはできません。 

・金品等の持ち込みは、施設で責任を負いかねますので、ご利用者（身元引受人）の責任の範囲

でお願いします。 
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・飲酒は、他のご利用者等へ迷惑をかけず、健康を害さない程度でお楽しみください。 

 

（1）持ち込みのできるもの 

 必要な着替え、洗面道具、ご利用期間中必要な薬類、車椅子等の補助具をご持参下さい。 

お荷物の確認はさせていただいておりませんので、必ずご記名をお願い致します。ご利用の際、

介護保険証及び介護保険負担限度額認定証のご提示もお願い致します。 

 

（2）持ち込みの制限 

以下のものは持ち込むことができません。 

  ・炎の出るもの（ライター・マッチなど） 

  ・動物（哺乳類・鳥類・爬虫類・魚類など） 

  ・危険物（火薬類・石油類・劇薬・必要以上の薬など） 

  ・居室に入りきらない量の物品 

  ・刃物及び銃器またはそれに類するもの 

 ・その他施設長が制限の必要性があると認めたもの 

 

(3) 入退所時間 

   ご利用者は、原則として利用開始日の午前 10 時 00 分以降に入所し、利用終了日の午

後 4 時 00分までに退所するものとします。 

(4) 面会 

    面会時間 ６：００～２１：００ 

    来訪者は、必ず１階事務所に備付の面会簿にご記入の上、並びに所定の名札の着用をお願い

します。 

(5) 外出 

    受診等で外出をされる場合は、事前にお申し出下さい。葬儀等への参加など緊急やむを得な

い場合には、その限りではありません。 

  

１４．身元引受人等の義務（契約書第 15条参照） 

契約締結にあたり、身元引受人をお願いすることになります。身元引受人は、民法（債権法）

に定める連帯保証人としての責務を負います。  

しかしながら、ご利用者において、社会通念上、身元引受人を立てることができないと認めら

れる相当な理由がある場合には、事業者と協議の上、入所契約締結にあたって身元引受人をたて

ないこともできます。この場合、ご利用者は、代理人を立てていただきます。 

身元引受人には、これまで最も身近にいて、ご利用者のお世話をされてきた家族や親族に就任

していただくのが望ましいと考えておりますが、必ずしも、これらの方に限る趣旨ではありませ

ん。 

(1)身元引受人は、重要事項説明書の各条項のほか、以下の各号に従い債務を保証することにな 
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ります。 

①連帯保証人は、利用者と連帯して本契約から生じる利用者の債務を負担するものとする。 

②前号の連帯保証人の負担は、極度 120万円を限度とする。 

③連帯保証人の請求があったときは、事業者は連帯保証人に対し、遅滞なく利用料等の支払い

状況や滞納金の額、損害賠償の額等、利用者の全ての債務の額等に関する情報を提供しなけ

ればならない。 

(2)ご利用者が医療機関に入院する場合や当施設から退所する場合においては、その手続を円滑に

遂行するために必要な事務処理や費用負担などを行い、更には、当施設と協力、連携して退所

後のご利用者の受入先を確保するなどの責任を負うことになります。 

(3)身元引受人は、ご利用者の介護計画・介護予防計画の説明を受け、その内容を確認していただ

きます。 

(4)身元引受人が死亡若しくは破産宣告をうけた場合には、ご利用者は、新たな身元引受人を立て

ていただきます。 

 

１５．損害賠償について（契約書第 16条参照）  

  当施設において、事業者の責任によりご利用者に生じた損害については、事業者はその損

害を賠償いたします。 

  但し、その損害の発生について、以下の場合は事業者の損害賠償責任を減免することがで

きます。 

・ ご利用者が心身や病状や病歴等について故意に告げず、または不実の告知を行った結果 

損害が生じた場合 

・ ご利用者がサービス実施に必要な事項について故意に告げず、または不実の告知を行った 

結果損害が生じた場合 

・ ご利用者の急な体調変化など、サービスの実施を原因としない事由により損害が生じた 

場合 

・ ご利用者が事業者の指示に反して行うことで損害が生じた場合 

・ ご利用者の心身の状況を斟酌して相当と認められる場合 

・ 地震・噴火等の天災その他自己の責任に起因しない事由により損害が生じた場合 
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１６．契約の終了について（契約書第 17条参照） 

以下のような事項に至った場合には、当施設との契約は終了となります。 

 

①ご利用者が死亡した場合 

②要介護認定によりご利用者の心身の状況が自立と判定された場合 

③事業者が当事業を廃止するため、当施設を閉鎖した場合 

④ご利用者が介護保険施設等に入所した場合 

⑤施設の滅失や重大な毀損により、ご利用者に対するサービスの提供が不可能になった

場合 

⑥ 当施設が介護保険の指定を取り消された場合又は指定を辞退した場合 

⑦ サービス利用が 2 年間ない場合 

⑧ご利用者から退所の申し出があった場合(詳細は以下をご参照下さい。)  

⑨事業者から退所の申し出を行った場合（詳細は以下をご参照下さい。） 

 

(1)ご利用者からの退所の申し出により退所する場合（契約書第 18条参照） 

契約の有効期間内であっても、ご利用者から当施設に退所を申し出ることができます。 

その場合には、退所を希望する日の 7日前までに解約届出書をご提出ください。 

ただし、以下の場合には、即時に契約を解約・解除し、施設を退所することができ 

     ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①介護保険給付対象外サービスの利用料金の変更に同意できない場合（契約書第 10条） 

 ②事業者が正当な理由なく本契約に定める介護福祉施設サービスを実施しない場合 

 ③事業者もしくは事業者が守秘義務に違反した場合 

 ④事業者もしくは事業者が故意又は過失によりご利用者の身体・財物・信用等を傷つけ,

又は著しい不信行為,その他本契約を継続しがたい重大な事情が認められる場合 

⑤他のご利用者がご利用者の身体・財物・信用等を傷つけた場合もしくは傷つける具体的

な恐れがある場合において、事業者が適切な対応をとらない場合 
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 (2)事業者からの申し出により退所していただく場合（契約書第 19条参照） 

 以下の事項に該当する場合には、当施設から退所していただくことがあります。 

①ご利用者が、契約締結時にその心身の状況及び病歴等の重要事項について、故意にこ

れを告げず、又は不実の告知を行い、その結果本契約を継続しがたい重大な事情を生

じさせた場合 

 ②ご利用者による、サービス利用料金の支払いが３ヶ月以上遅延し、相当期間を定めた

催告にもかかわらずこれが支払われない場合 

 ③ご利用者が、故意又は重大な過失により事業者もしくは他のご利用者等の財物・信用

等を傷つけ、又は著しい不信行為を行うことなどによって、本契約を継続しがたい重

大な事情を生じさせた場合 

 ④ご利用者の行動が他のご利用者や事業者の生命、身体、健康に重大な影響を及ぼすお

それがあり、あるいは、ご利用者が重大な自傷行為を繰り返すなど、本契約を継続し

がたい重大な事情が生じた場合 

⑤ご利用者又はその関係者による以下の行為及びそれに類する行為が発生した場合 

＜暴言または乱暴な言動＞ 

・怒鳴る、奇声や大声を発する、物を投げつける、物を壊す 

・衣服を引きちぎる、刃物を向ける、手を払いのける、殴る 

・蹴る、唾を吐く、脅迫、中傷、侮辱、差別的言動  

・名誉毀損、土下座の要求 

＜セクシュアルハラスメント＞ 

・職員の体を触る、手を握る、抱きつく、性的誘いかけ、好意的態度の要求等の性的 

な言動 

＜その他＞ 

・ストーカー行為、不退去、居座り、監禁、長時間の拘束 

・サービスの適正な範囲を超える不当要求や過剰要求 

・他のご利用者および職員または事業所を貶める言動 

・金銭補償の要求、謝罪の要求 

・電話やメール等への過度な着信 

・許可なく事業者内において撮影（写真、動画等）、録音等の行為及びこれらのＳＮ 

Ｓ等への掲載等の行為 

・ご利用者及び職員等の個人情報の漏洩となる行為 

※1 ハラスメント対応は当事業所顧問弁護士が行う場合があります 

※2 上記の内、器物損壊・暴力等の危害が加わる行為は即時警察へ通報します 
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１７．苦情の受付について（契約書第 20条参照） 

 (1) 当施設における苦情の受付 

 当施設における苦情やご相談は以下の専用窓口で受け付けます。施設長に直接

会って話し合いを希望する場合は、苦情受付窓口までお申出下さい。なお、各

階に備え付けの「ご意見箱」に投書いただくこともできます。 

 

   ○苦情受付窓口（担当者）生活相談室 小川 明日香 

○苦情解決責任者    施設長   副島 克行    

○受付時間 毎週月曜日～金曜日（祝祭日除く）９：００～１７：００ 

○電話番号   ０４７－３８２－２９４３ 

○FAX 番号    ０４７－３８２－２４３６ 

○第三者委員  内田 直樹 （浦安市社会福祉協議会 常務理事） 

        ０４７－３５５－５３３１ 

○第三者委員  武部 晴子  （民生委員・児童委員） 

        ０４７－３５４－２２４２ 

 

また、当施設では、第三者を交えた苦情解決の制度を設けていますので、第三

者委員を交えて相談もできます。希望される場合は、直接、備え付けの投書用

紙に記入の上、第三者委員宛にお送りすることもできます。 

 

 

(2) 行政機関その他苦情受付機関 

 

浦安市高齢者福祉課 

浦安市介護保険課 

所在地 〒279-8501 浦安市猫実 1丁目 1 番 1号 

電話  ０４７－７１２－６４０３（直通） 

ＦＡＸ ０４７－３８１－０８００（高齢者福祉課） 

    ０４７－３９０－７９１８（介護保険課） 

受付時間 8:30～17:00 

（但し、年末年始、土日祝日を除く） 

 

国民健康保険団体連合会 

介護保険課苦情処理係 

（直通） 

所在地 〒263-0016 千葉市稲毛区天台 6 丁目 4番 3 号 

電話  ０４３－２５４－７４２８ 

ＦＡＸ ０４７－２５４－７４０１ 

受付時間 8:30～17:00 

（但し、年末年始、土日祝日を除く） 
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 [重要事項説明書]  同意書 

                                     年  月  日

  

短期入所生活介護・介護予防短期入所生活介護施設での入所サービスの提供に際し、本書面に基

づき重要事項の説明を行いました。 

 

 短期入所生活介護・介護予防短期入所生活介護施設 

 浦安市特別養護老人ホーム 

 説明者 職名 相談員  氏名                 印 

 

私達は、本書面に基づいて事業者から重要事項の説明を受け、短期入所生活介護・介護予防短期

入所生活介護サービスの提供開始に同意しました。 

  契約者兼利用者 

   住所 

   氏名                          印 

  

 契約者は、署名が出来ないため、契約者本人の意思を確認のうえ、私が契約者に代わって、

その署名を代行いたします。 

 

署名代行者 

    住所  

    氏名                          印 

   （契約者との関係           ）             

 

 

身元引受人 

住所 

   氏名                         印 

  （契約者との関係           ） 

    

 

  代理人 

住所 

   氏名                         印 

  （契約者との関係           ） 


